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１．はじめに 

  「消費者を主役とする政府の舵取り役」としての消費者行政を一元化するための新

組織の創設は、消費者の不安と不信を招いた個々の事件への政府全体の対応力の向上

を目指すのみならず、明治以来の日本の政府機能の見直しを目指すものである。明治

以来、我が国は各省縦割りの仕組みの下それぞれの領域で事業者の保護育成を通して

国民経済の発展を図ってきたが、この間「消費者の保護」はあくまでも産業振興の間

接的、派生的テーマとして、しかも縦割り的に行われてきた。しかし、こうした古い

行政モデルは見直しの対象となり、規制緩和など市場重視の施策が推進されるように

なった。その結果、今や「安全安心な市場」「良質な市場」の実現こそが新たな公共的

な目標として位置づけられるべきものとなったのである。それは競争の質を高め、消

費者、事業者双方にとって長期的な利益をもたらす唯一の道である。 

 

消費者行政を一元化する新組織の創設はこの新たな目標の実現に向けて政府が積

極的に取り組むことを自らの行動を通して示すものに他ならない。それはまた、政府

がこれまでの施策や行政の在り方を消費者基本法の理念である「消費者の利益の擁護

及び増進」「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」の観点から積極的に見直すと

いう意味で、行政の「パラダイム（価値規範）転換」の拠点であり、真の意味での「行

政の改革」のための拠点である。 

   

新組織は何よりも先ずこれまでの縦割り的体制に対して消費者行政の「一元化」を

実現することを任務とし、そのために強力な権限と必要な人員を備えたものでなけれ

ばならない。しかし、この組織が機動的に活動できる賢い組織として消費者行政にお

いて司令塔的役割を果すためには、何よりも地方自治体との緊密な協力が必要であり、

消費生活センターの強化充実を前提にした緊密な全国ネットワークが早急に構築さ

れなければならない。行政の「パラダイム（価値規範）転換」のためには中央地方を

貫く、消費者の声が届く連携・協力のネットワークの創出が不可欠である。 

 

  この度創設される新組織は行政のこうした大きな転換の重要な起点であり、発足後

も「消費者の利益の擁護及び増進」のために継続的にその活動を強化充実していかな

ければならない。実際、すべてを一挙に、限られた時間の中で実現することはできな
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い。こうした強化充実のためには消費者の声を真摯に受け止める仕組みの存在と消費

者による強力な後押しが欠かせない。消費者がよりよい市場とよりよい社会の発展の

ために積極的に関与することがあってこそ、新組織はその存在感を高めることが出来

る。 

 

新組織の創設は、転換期にある現在の行政の関係者が「公僕」としての自らの活動

の意味を再考する重要なきっかけを作るものであるとともに、消費者の更なる意識改

革をも促すものである。その意味でこの改革は「消費者市民社会1」というべきものの

構築に向けた画期的な第一歩として位置づけられるべきものである。 

 

                                                  
1 「消費者市民社会」とは、個人が、消費者としての役割において、社会倫理問題、多様性、世界情勢、将来世代の状

況等を考慮することによって、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味している。こうした社会の構築は、生

活者や消費者が主役となる社会の実現に資するものと考えられる。 
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２．新組織が満たすべき６原則 

消費者の視点で政策全般を監視し、「消費者を主役とする政府の舵取り役」として、

消費者行政を一元的に推進するための強力な権限を持った新組織を創設する。 

 

新たな消費者行政の強化は、消費者に安全安心を提供すると同時に、ルールの透明

性や行政行為の予見可能性を高めることにより、産業界も安心して新商品や新サービ

スを提供できるようになり、産業活動を活性化させるものである。消費者の利益に叶

うことは、企業の成長をもたらし、産業の発展につながるものである（別紙１、２参

照）。 

 

新組織は、行政に対する消費者の信頼性の確保を重視し、以下の６原則を満たす必

要がある。 

 

原則１：「消費者にとって便利で分かりやすい」 

新組織は、「生産者サイドから消費者・生活者サイドへの視点の転換の象徴」とな

るものであり、消費者にとって便利で分かりやすいものとする。 

具体的には、新組織は、消費者問題全般にわたり強力な権限と責任を持つとともに、

消費者が迷わず何でも相談できるよう一元的窓口を持ち、情報収集と発信の一元化を

実現する。こうした取組により、消費者からの信頼性の確保を図る。 

 

原則２：「消費者がメリットを十分実感できる」 

消費者被害の実態を踏まえ、被害防止や救済に結び付けられる仕組みを構築するこ

とにより、「消費者がメリットを十分実感できる」ものとする（別紙３、４）。 

このため、新組織の担う消費者行政は、商品・金融などの「取引」、製品・食品な

どの「安全」、「表示」など、消費者の安全安心に関わる問題を幅広く所管する。ま

た、物価に関する基本的な政策や消費者や生活者が主役となる社会を構築する上で重

要な制度など、消費者の利益に大きな影響を及ぼす行政分野を幅広く担当する。 

新組織は、一元的な窓口機能（苦情相談の解決を含む）、執行、企画立案、総合調

整、勧告などの機能を有する消費者行政全般についての司令塔として位置づける。 
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さらに、消費者教育や啓発に係る地方支援、専門家の育成、国際的な連携（消費者

被害に関する各国間の情報ネットワークの構築等）などに取り組む。 

消費者に身近な問題を取り扱う法律は、新組織が所管するとともに、その他の関連

法についても、新組織が関与する。 

また、すき間事案への対応や横断的な規制体系の整備のため、新法の早急な制定に

向け取り組む。さらに、父権訴訟、違法収益の剥奪等も視野に入れつつ、被害者救済

のための法的措置の検討を進める。 

 

原則３：「迅速な対応」 

新組織は、消費者からの相談や法執行、さらには法律や政策の企画立案に至るまで、

「迅速な対応」を行う。 

緊急時には、新組織を担当する大臣を中心に、警察等を含め関係省庁との緊密な連

携の下、緊急対策本部を設置するとともに、各省庁への勧告等の機能を有効に活用す

る。これにより、食品による危害事案などにも適切に対処する。 

 

原則４：「専門性の確保」 

新組織においては、各省庁や民間からの専門家の活用（例えば、公募制等を含む）

を積極的に行うなど、消費者行政に関する幅広い「専門性」を確保・育成する。また、

各省庁や民間に蓄積された専門性を活用する。 

 

原則５：「透明性の確保」 

新組織の運営に消費者の意見が直接届くような仕組みを導入する。具体的には、有

識者からなる審議会的な機関を設置し、消費者等が新組織や各省庁の消費者行政（企

画立案、法執行等）をチェックし、消費者の声を反映させる。 

 

原則６：「効率性の確保」 

新組織は、消費者の立場に立って強力な指導力を発揮する、機動的で賢い組織とす

る。消費者行政を総合的に取り扱う新組織の創設により、むしろ、各省庁の重複や、

時代遅れの組織を整理することにつなげる。 
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新組織を簡素で効率的な仕組みとするため、例えば、窓口機能、情報収集、法執行

を中心に、地方自治体への権限移譲や関係機関への事務の委任などを進める。 

新組織の創設が行政組織の肥大化を招かぬよう、法律、権限、事務等を移管する府

省庁から機構・定員及び予算を振り替える。 
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３．消費者が頼れる分かりやすい一元的な相談窓口の設置 

（１）一元的な相談窓口の設置 

地方の消費生活センター及び国民生活センターを消費者が何でも相談でき、誰もが

アクセスしやすい一元的な消費者相談窓口と位置づけ、全国ネットワークを構築する。

窓口では、相談受付から助言・あっせん、紛争解決まで、一貫して対応する。一元的

な消費者相談窓口の整備は、事業者の利便性を高めることにもつながると期待される。 

一元的な消費者相談窓口に共通の電話番号を設けるとともに、消費者の生命・身体

に関わる事故の発生など緊急な対応を要する事案について、全国ネットワークの代表

的な窓口が、３６５日２４時間対応し得る体制を構築する。 

このため、地方の消費生活センターを法的に位置づけ、都道府県等の消費生活セン

ターは中核センターとして、また、市区町村の消費生活センターは消費者に最も身近

な最前線の窓口として、新組織、国民生活センターと連携しつつ、ともに一元的な消

費者相談窓口として機能する（別紙５）。 

 

国民生活センターは、国の中核的実施機関として、消費者相談（国民生活センター

への直接相談や、消費生活センターから持ち込まれる困難事案の解決支援）、相談員等

を対象とした研修、商品テスト等を拡充するとともに、ＰＩＯ－ＮＥＴ2を刷新し、事

故情報データバンクを創設するなどシステム整備を加速する。また、広域的な消費者

紛争の解決（ＡＤＲ3）のため、体制整備を進める。こうした取組と並行して、業務運

営の改善、内部組織の見直しや関係機関との人事交流の拡大など運営面、組織面、人

事面の改革を進める。 

 

（２）国、地方一体となった消費者行政の強化 

国民目線の消費者行政の充実強化は、地方自治そのものである。消費者の声に真摯

に耳を傾け、それに丁寧に対応していくことは、地方分権の下で、地方自治体が地域

住民に接する姿勢そのものであり、国民目線の消費者行政の推進は、「官」主導の社会

から「国民が主役の社会」へと転換していくことでもある。霞ヶ関に立派な新組織が

                                                  
2 全国消費生活情報ネットワークシステム（Practical-living Information Online Network System)の略。 
3 Alternative Dispute Resolution（裁判外紛争解決手続）の略。 
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できるだけでは何の意味もなく、地域の現場で消費者、国民本位の行政が行われるこ

とにつながるような制度設計をしていく必要がある。このため、新組織の創設と併せ

て、地方分権を基本としつつ、地方の消費者行政の強化を図ることが必要である。ま

た、消費者にとって身近な地方自治体から国に対して、消費者のための政策を提案で

きる仕組みを構築し、消費者の意見が出来る限り反映されることが重要である。 

しかしながら、地方の消費者行政部門の状況をみると、予算は大幅に削減され、総

じて弱体化している（別紙６参照）。地方の消費者行政をこの１、２年の間に、飛躍的

に充実させるためには、特に当面、思い切った取組が必要である。 

 

地域ごとの消費者行政は、自治事務であり、地方自治体自らが消費者行政部門に予

算、人員の重点配分をする努力が不可欠である。 

 

同時に、消費生活センターを一元的な消費者相談窓口と位置づけ、緊急時の対応や

広域的な問題への対処等のために全国ネットワークを構築することは、国の要請に基

づくものであり、法律にも位置づけを行うことを踏まえ、国は相当の財源確保に努め

る。 

 

国がこれまで行ってきた直轄事業（ＰＩＯ－ＮＥＴの整備、研修、消費者教育や啓

発への支援等）についても充実するとともに、地方自治体が消費者行政に取り組む誘

因を強化するため、地方交付税上の措置や民間が消費者行政に貢献しやすくするよう

な税制上の措置を検討する。 

 

こうした環境整備を図るとともに、消費者の利益の擁護及び増進のために、国、地

方、消費者、事業者がそれぞれ貢献できる新たな仕組みを構築すべきである。例えば、

広範な主体が対話を通じて認識を共有し協働して消費者問題等の解決にあたる「円卓

会議」を設置することなどが考えられる。 
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４．消費者庁（仮称）の設置とその機能 

～消費者庁は、政策全般を監視するための強力な勧告権を持つとともに、消

費者に身近な問題を取り扱う法律を幅広く所管・共管～ 

 

（１）消費者庁の設置と組織法 

 新組織の形態については、各省庁の施策の総合調整や各省大臣への勧告を行うこと

を可能とし、責任体制を明確にし、緊急時の迅速な対応等を可能とするため、内閣府

の外局である「庁」とすることが望ましい。具体的には、「消費者庁」（仮称）（以下

単に「消費者庁」という）を設置する（別紙７）。 

このため、組織法の中で、内閣府の外局として消費者庁を設置すること、「消費者

の視点から政策全般を監視」するため、強力な総合調整権限、勧告権を付与すること

を規定する。また、既存の法律、新法を問わず具体的な法律案等を含む幅広い企画立

案機能を規定する。消費者の目線に立って、各省庁の縦割りを超え幅広い分野を対象

とした横断的な新法等を企画立案することは、消費者庁の重要な任務である。さらに、

勧告権を実効あるものとするため、充実した調査・分析機能を備える必要がある。 

同時に、消費者行政担当大臣を置くことを明記する。 

 

（２）情報の集約分析機能、司令塔機能 

消費者庁は、消費生活センターからの情報、国民生活センターのＰＩＯ－ＮＥＴや

事故情報データバンクを通じた情報、さらには関係機関（保健所、警察、消防、病院

等を含む）からの情報などを一元的に集約・分析する。また、関係機関等の商品テス

ト機能を活用し、原因究明を行う。 

同時に、消費者庁は、事故情報に関する事業者からの報告を受け、調査の上、迅速、

的確にそれを公表する。また、事業者内部の労働者等からの通報や広く国民・消費者

からの不正取引に関する申出等を受け付ける。 

こうした取り組みを通じ、消費者庁は、消費者、事業者、その他の関係者からの情

報を集約し、多角的、総合的に事実確認を行う。こうした情報分析を迅速に行うため

に、分野別に専門性を備えた情報分析官を配置する。 

 

消費者庁は、一元的に集約・分析した情報を基に、司令塔として迅速に対応方針を
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決定する。具体的には、次のようなことが考えられる。 

① 自ら所管する法律により対処可能なものは迅速に対処する。 

② 事業所管省庁による事業者への指導監督等で足りると判断される場合は、所管

省庁にその旨を指示する。さらに、必要な場合には、所管省庁への法執行の勧告

等を行う。 

③ 複数府省庁が連携して対応する必要があると判断される場合は、連携の在り方

を調整し関係省庁に指示する。緊急時には、緊急対策本部を主宰し、政府として

の対処方針を決定し、その実施を促進する。 

④ 対応すべき省庁が明らかでない場合や緊急の場合等には、後述の新法等に基づ

き自ら事業者に対して安全確保措置等を促す。 

⑤ 悪徳商法の拡大や、食品・製品等による消費者の生命・身体への被害の拡大が

予想される場合には、原因究明が尽くされる前においても早期警戒警報を流すな

ど、情報発信機能を担う。 

⑥ 以上に加え、既存制度のすき間を埋めるための制度の改正や新たな制度の創設

も視野に入れる必要がある場合は、消費者庁において必要な措置を検討し速やか

に方針を決定する。 

これまで個別事案への対応は、緊急の場合も含め、ともすれば各省庁ごとにそれぞ

れの所掌の範囲内で縦割り的に処理されてきたが、上記のように、消費者庁が司令塔

となり、消費者庁が決定した対応方針に従って政府一体となって対処することにより、

迅速な被害の拡大防止、再発防止、被害救済の実現を目指す。 

消費者庁は、こうした政府の対応状況について適時にフォローアップし、公表する。

これを通じて、国民に対して情報提供、注意喚起を行い、国民、消費者の信頼の確保

に努める。 

 

このように、情報の集約・分析や対応方針の決定を消費者庁が一元的に担うことに

伴い、各府省から組織、定員、予算を消費者庁に移し替える。 

 

（３）消費者被害の防止やすき間事案への対応等のための新法 

さらに、消費者庁の設置に合わせ、消費者からの苦情相談の受付から法執行に至る



 10

までの行政の対応を規定した新法の成立に向けて取り組む必要がある。 

この新法の中で、国及び地方自治体が、国民生活センター及び消費生活センターに、

消費者が何でも相談できる一元的な消費者相談窓口を設置すること及びその窓口が

実施する業務、果たすべき機能を規定する。これにより、消費生活センターを法的に

位置づける。 

また、消費生活センターで受け付けた苦情相談に関する情報を消費者庁に集約する

こと、重篤情報は消費者庁に緊急通知することを規定するとともに、消費生活センタ

ーと保健所等関係機関の地域における連携について規定する。 

さらに、苦情解決のために必要な法執行を確保するため、消費者庁自らが迅速に対

応することはもとより、各省庁に迅速な法執行を促す勧告等を行うとともに、すき間

事案については、自ら対応することを可能にするために、事業者調査及びその結果の

公表、その他の措置をとることを規定する。 

上記の新法に加え、父権訴訟、違法収益の剥奪等も視野に入れつつ、被害者救済の

ための法的措置の検討を進めることも重要である。 

 

（４）個別作用法の所管 

個別作用法については、消費者に身近な問題を取り扱う法律は消費者庁が所管する

こととし、各府省庁から消費者庁に移管（一部移管を含む）・共管する（別紙８参照）

とともに、安全に関わる事故情報の報告・公表、食品表示、消費者信用等の分野にお

いて、横断的な体系化（一般法の立案等）に取り組む（別紙９）。 

 

消費者庁がこうした法律を所管することにより、以下のような効果が期待される。 

○ 一元化された消費者被害情報を基に、すき間のない迅速な対応を実現するとと

もに、必要な場合には新規立法に直ちに取り組む。 

○ これまで各省庁の所管業種、所管物資ごとに分断され、個別に行われてきた規

制を横断的に体系化することにより、他分野に比べ遅れた分野の規制を改善する。

また、各省庁の法律で錯綜した規制を行ってきたものについては一元化し、分か

りやすいものに変更する。 

○ 消費者に分かりやすい広報・啓発を実施する。 
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○ 執行の現場である各地方組織の間の連携を強化する、 など 

 

（ⅰ）まず、「表示」に関する法律については、 

① 表示は、消費者に対し、商品・サービスの選択の基礎を与えるものであり、

商品やサービスの性能や効果について誤解がないようにするため、商品やサー

ビスの選択に当たって必要な情報が表示されること及び消費者を誤解させるよ

うな不当な表示がなされないようにする必要があること 

② 消費者被害の実態を踏まえ機動的に対応することが重要であること（業界、

企業に関する情報の重要性は相対的に小さいこと） 

③ 各省庁をまたがる横断的な調整が必要であること（分野毎の規制の整合性確

保、複数の法律が錯綜している分野における一元化、すき間事案への対応等） 

などから、消費者庁が所管する。ただし、表示の基準作りに関しては、製造、流

通プロセスに関する情報等も重要であることから、表示基準策定にあたり、各省

庁の知見を活用する。 

 

（ⅱ）次に、「取引」に関する法律については、民事ルールや被害救済ルール中心の法

律、及び、消費者保護のための行為規制中心の法律は、 

① 消費者被害の実態を踏まえ機動的に対応することが重要であること（業界、

企業に関する情報の重要性は相対的に小さいこと） 

② 各省庁をまたがる横断的な調整が必要であること 

などから、消費者庁が所管（共管を含む）する。 

参入規制（免許制、登録制等）を持ついわゆる業法についても、当該参入規制

がもっぱら消費者等の保護のための行為規制を担保するために設けられている法

律や、一元的な新法に組み込むことを目指すべき法律は、消費者庁が所管（共管

を含む）する4。具体的には、こうした法律は、業の健全な発展と利用者保護の両

方を目的としていることから、行為規制の企画立案については、消費者庁と業所

管官庁の共管とする。また、二重行政を避けるため、登録、免許等のいわゆる入

口規制と出口である登録取消し等の処分については業所管官庁の所管としつつ、

                                                  
4 一方、当該参入規制が単に取引ルールの遵守を担保するのみにとどまらず、例えば、公共的なサービスの安定的な供

給等のために、事業経営の健全性の確保といったことを目的とするような法律については、原則、各省庁が所管し、消

費者庁が一定の関与を行う。 
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消費者庁は強力な勧告権を持つこととし、その旨を個別の業法に明記する。また、

消費者庁は、処分について事前協議を受けるべきである。 

さらに、不正取引に関する申出制度の整備を進める。 

   

（ⅲ）「安全」に関する法律については、民事ルールを定める法律は、消費者被害の実

態を踏まえ整備することが必要であることから、消費者庁が所管する。 

   危害の発生についての報告制度、情報収集、情報分析（商品テストを含む）、危

害の発生に即応した司令塔機能、緊急避難措置に関する法律は、 

① 消費者被害の実態を踏まえ機動的に対応することが決定的に重要であること 

② 各省庁をまたがる横断的な調整が必要である 

ことなどから、消費者庁が所管する。特に、重大事故報告・公表制度については、

消費者庁が所管し、消費生活用製品以外の製品、食品、サービス、施設等の分野

に広げていくこととする。この重大事故報告・公表制度を含め、消費者庁は、安

全に関する情報を一元的に集約・分析するとともに、情報を早期に発信・公表す

ることなどにより、食品をはじめとした消費者の「安全」を確保する。 

   安全基準の設定については、製造、流通プロセスに関する情報を踏まえること

が重要であるが、同時に消費者被害の実態等を反映することが必要であることか

ら、各省庁が消費者庁に協議した上で決定することを各法律に規定する。 

   食品安全基本法は、消費者が日常的に消費する食品の安全に関する基本法であ

ることから、消費者庁に移管する。ただし、食品安全委員会の設置等に関する規

定の所管については、引き続き検討する。 

 

（ⅳ）また、消費者庁が被害情報等を一元的に収集した上で、調査・検査・試験等を、

（独）製品評価技術基盤機構、（独）農林水産消費安全技術センター、（独）国立

健康・栄養研究所等の関係機関に、機動的に要請できる仕組みを構築する。具体

的には、消費者庁が個別作用法に基づく権限を円滑に行使できるよう、独立行政

法人等の関係機関の調査・検査・試験等の規定に関して所要の措置をとる。また、

必要な場合、関係機関の設置根拠法の見直しを含めた検討を行う。 

 

（ⅴ）これらの法律等と並んで、消費者庁は、法律に基づく緊急時の物価対策や公共
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料金（個別公共料金や公共料金制度改革）など物価に関する基本的な政策を所管

する。物価の安定は、消費者の利益の擁護及び増進のために不可欠な条件であり、

消費者をとりまく状況を踏まえ、機動的に対応することが必要である。また、緊

急時の物価対策は、「取引」に関する行為規制の一つである。こうしたことから、

これらの物価関係法令を消費者庁が所管することで、より効果的な対応が可能に

なる。 

 

（ⅵ）また、消費者や生活者が主役となる社会を構築していく上では、個人としての

権利が尊重され、市民が自由に行う社会貢献活動を促進する環境の整備等が必要

であり、こうした制度に関わる重要な法律を幅広く所管することも必要である。 

 

（ⅶ）個別作用法の移管（一部移管を含む）や共管に伴い、当該法律及びそれに関連

する事務・事業の企画立案、執行等（間接部門を含む）に必要な組織、定員、予

算を消費者庁に移し替える（別紙１０）。 

 

（ⅷ）さらに、本消費者行政推進会議としては、別紙８に掲げる法律以外についても、

今後、消費者庁による何らかの関与を幅広く検討すべきものと考える（別紙１１

はその対象となる法律の例）。また、その取組を定期的にチェックすることが必

要である。 
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５．消費者庁の体制の在り方 

（１）内部組織の在り方 

消費者庁には、消費者行政の企画を担当する部門、消費者行政の執行を担当する部

門、情報の収集、調査、発信を担当する部門が必要と考えられる（別紙１２参照）。 

企画部門は、各省庁の消費者政策の総合調整（食品安全を含む）、すき間事案への対

応や横断的な規制体系の整備のための新法、消費者被害の救済のための新法、民事ル

ールを扱う法律、消費者基本法に基づく基本計画等の企画立案を行うとともに、各省

庁の法執行への勧告等を担う。 

執行部門は、「表示」、「取引」、「安全」の各分野における個別作用法に係る調査・か

ら執行までを一元的に担うとともに、物価政策、市民活動の促進を担当する。 

また、緊急時の司令塔機能、８条機関（審議会等）（後記参照）の事務局機能及び消

費生活センター等から寄せられる情報の集約、分析と情報発信、国際的な連携や消費

者教育・啓発に係る支援、国民生活センターの監督等の機能を担う部門を構築する必

要がある。 

 

（２）消費者政策委員会（仮称）の設置 

「消費者庁の運営に消費者の意見が直接届くような仕組み」として、有識者からな

る８条機関（審議会等）である消費者政策委員会（仮称）（以下単に「消費者政策委員

会」という）を設置する。同委員会は、消費者政策の企画立案（基本計画や新法等）

や消費者庁を含めた関係省庁の政策の評価・監視に関するものとともに、消費者庁が

行う行政処分等のうち重要なものに関して、諮問への答申、意見具申を行う。このた

め、消費者政策委員会の下に専門調査会等の下部機関を置く。特に、行政処分等を担

当する下部機関は常時、機動的に対応できる体制が求められる。また、消費者と直接

接点を持つ地方自治体の意見を政策に反映する仕組みを構築し、消費者の意見を政策

に活かすことが重要である。 

この消費者政策委員会の事務局は消費者庁が担当する。消費者庁は、収集した情報、

分析結果等を迅速に報告すること等により、消費者政策委員会をサポートする。 
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（３）消費者庁の規模 

総合調整、勧告など新たに設けられる機能に対応した体制を整備することで、「消費

者を主役とする政府の舵取り役」を担うに相応しい規模とする。その際、法律の移管・

共管や情報集約分析・司令塔機能等の整備に伴い、所要の機構、定員、予算を各府省

庁から移し替える。 

 

 

なお、食品安全委員会については、どこに設置するのが適当か政府を中心に引き続

き検討を行うこととするが、いずれにせよ、食品健康影響評価（リスク評価）やリス

クコミュニケーションの在り方を中心に改革を進める必要がある。その際、リスク評

価の科学的客観性を担保しつつ、消費者とのリスクコミュニケーション等に関しては、

消費者行政との連携を強める仕組みを整備する。特に、食品の安全に関する緊急事態

が発生する際には、食品安全に関する総合調整を担う消費者行政担当大臣の判断で緊

急対策本部を機動的に設置できるようにする等の対応が必要である。 

 

 

 



 16

６．消費者庁創設に向けたスケジュール 

～来年度から消費者庁を発足～ 

 

来年度から消費者庁を発足させることとし、早急に必要な法律案、予算、機構・定

員の要求等の準備を進める。また、消費者庁の円滑な発足のため、所要の体制整備を

行い、内閣府において消費者庁の司令塔機能を先行実施するとともに、一元的窓口の

構築に向けた取組を行うなど、今年度中に前倒しして実施できることは、早急に着手

すべきである。 

 

今後の作業を円滑に進めるため、本取りまとめの内容を基本として、直ちに、政府

の「基本計画」として閣議決定を行うべきである。その上で、基本計画に沿って、設

置法、消費生活センターの法的位置づけ等を規定する新法、各個別作用法の改正法等

の関連法案を早期に国会に提出する必要がある。 

 

なお、本取りまとめ内容の実施状況を監視し、必要な場合、提言等を行うため、今

後とも、本消費者行政推進会議を必要に応じ開催することが必要であると考える。 

以上 



冷凍餃子中毒事件の消費者行動への影響

１月末に冷凍餃子による中毒事件の発生後、

消費者が、餃子や冷凍調理食品を買い控える
傾向が４月に入っても続いている。

<家計消費支出（前年同期比）>

ぎょうざ（冷凍品は別） 冷凍調理食品

２月 ４０．７％減 ３０．０％減

３月 ２９．１％減 ２７．０％減

４月 ３２．１％減 ２６．９％減

（備考） 総務省「家計調査」二人以上世帯

（別紙１）



外国語会話教室の売上高合計及び受講生数（年別）

-  
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（百万円）
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12,000,000

受講生数

（人）

売上高合計（百万円）

受講生数（人）

※経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」（平成20年1月）より作成

・売上高合計は約３割、
・受講生数は約２割減少

（前年比）

・売上高合計は約３割、
・受講生数は約２割減少

（前年比）

（別紙２）



３：連絡に

問題

消 費 者

１：・受付等に問題

・窓口不明

・受付拒否

・たらい回し

２：情報共有に問題

４：分担・連携に問題

５：権限の

不行使

６：権限の不備

（すき間等）

事 業 者

一元的な相談窓口の設置

情報の一元化

消費者に身近な問題を取り扱う法律
を幅広く所管・共管

強力な総合調整権限、勧告権の付与

１．

２．３．

４．５．

１．～６．

新法の立案等（一般法、すき間事案
への対応、被害救済等）

６．

～ これまでの消費者行政の問題点と新組織の創設を通じた対応の方向 ～

新組織の創設を通じた対応の方向これまでの消費者行政の体制・対応の問題点

Ｂ省
（部局）

A省

（部局）

窓 口 窓 口

（別紙３）



 

主な事件のあらまし 対応の方向 

【中国産冷凍ギョウザ事件】 

○中国から輸入された冷凍ギョウザを摂食した者が有機リン中毒を発症した事例 

＜問題点＞ 

 ・医師から保健所への届出が適切に行われなかったこと 

 ・保健所から地方公共団体、地方公共団体から厚生労働省への連絡が適切に行われなかったこと 

① 一元的な情報集約、危険情報の早期

発信のシステム作り 

② 事業者からの報告、公表制度の整備 

③ 行政の早急な対応を可能にする仕組

み作り（法整備を含め） 

【こんにゃく入りゼリー事故】 

○一口サイズのいわゆる「ミニカップ」に入ったこんにゃく入りゼリーが、その大きさや形状、硬さにより誤飲

事故を引き起こした事例 

＜問題点＞ 

 ・食品衛生法の食品への適用は化学的生物学的に問題あるものに限定されており、他方、物理的に問題のある

製品を対象としている消費生活用製品安全法は食品を対象にしていない。結果、物理的に問題のある食品で

あるこんにゃく入りゼリーについて、両法のすき間で適切な規制がなされていないこと 

① 危険情報の早期発信のシステム作り 

② 事業者からの報告、公表制度の整備 

③ すき間をなくすための法整備 

【おもちゃ事故】 

○中国製のおもちゃにつき、米国の基準値を超える鉛が含まれていたとして、輸入業者により自主回収が行われ

た事例（具体的な被害については不明） 

＜問題点＞ 

 ・食品衛生法の対象となるおもちゃの種類が限られていたこと。また、一部の塗料を除き、塗装について食品

衛生法の規格が設定されていなかったこと 

・おもちゃについては、関係法及び所管省庁が多岐にわたっており（食品衛生法（厚生労働省）、有害物質含有

家庭用品規制法（厚生労働省）、消費生活用製品安全法（経済産業省））、分かり難いとの指摘がある 

① 危険情報の早期発信のシステム作り 

② 事業者からの報告、公表制度の整備 

③ すき間がありかつ複雑な法律の是正 

【ガス機器一酸化炭素中毒事故】 

○ガス瞬間湯沸かし器につき、安全装置の不正改造等を原因とする一酸化炭素中毒事故が複数発生したが、長期

① 事業者の報告義務の強化・徹底 

② 一元的な情報集約のシステム作り 

主な消費者問題と対応の方向 

（別紙４） 



 

間にわたり適切な対応がなされなかった事例 

＜問題点＞ 

 ・事業者からの報告聴取が十分に行われていなかったこと 

・所管省庁内で事故情報が共有されていなかったこと 

・原因究明が十分に行われなかったこと 

③ 事業者からの報告、公表制度の整備 

④ 早急な原因究明を確実に行うシステ

ム作り 

⑤ 消費者等が行政をチェックする仕組

み作り 

【プール事故】 

○児童がプールの排水口に引き込まれて死亡した事故。約 40 年間に 60 名近い者が同種の事故で死亡 

＜問題点＞ 

・関係省庁が国土交通省（都市公園施設の管理）、文部科学省（学校施設の管理）、厚生労働省（プールの水質）

などにまたがっており、第一義的に責任を持つ組織が存在しないこと 

・プールの安全確保に関する統一的な基準が整備されていなかったこと。特に、民営プールに対しては強制力

のある基準が存在しないこと 

・民間に管理を委託した地方公共団体の責任に対する認識が十分でなかったこと 

① すき間をなくすための法整備 

② 一元的な情報集約、危険情報の早期

発信のシステム作り 

③ 事業者からの報告、公表制度の整備 

④ 行政が民間委託を行う際の適切な監

督等の実施 

【ＮＯＶＡ事件】 

○英会話教室である同社の解約時の清算方法については、消費者から苦情・相談が多く寄せられていたところ、

所管省庁が事務連絡において合理性を認めた結果、最高裁で同社の敗訴が確定し、方針を変更するに至るまで、

多数の被害者が発生した事件 

＜問題点＞ 

 ・行政が、方針転換をなかなか行えなかったこと 

① 一元的な情報集約、被害情報の早期

発信のシステム作り 

② 被害の拡大を防ぐため、行政の早急

な対応を可能にする仕組み作り(法

整備を含め) 

③ 消費者等が行政をチェックする仕組

み作り 

④ 不公正取引に関する申出制度の整備 

【悪質住宅リフォーム問題】 

○住宅リフォームについて、十分な判断ができない消費者等を対象に、不要な工事を実施した上で、高額な工事

① 一元的な情報集約、被害情報の早期

発信のシステム作り 



 

代金を支払わせる事例や、一人の消費者に次から次へと契約させる事例等が発生している問題 

＜問題点＞ 

 ・工事費用が比較的低いリフォーム工事は、建設業許可を要しない場合が多く、無許可業者への監督権限が十

分でないこと 

・無許可業者に対する指導・監督の実績が少なく、運用が適切になされていないこと 

② すき間をなくすための法整備 

③ 適切な法執行の徹底 

④ 不公正取引に関する申出制度の整備 

【和牛預託商法問題】 

○和牛預託商法とは、和牛の飼育から得られた利益を配当するとして、和牛の持分権を購入させる商法。オーナ

ーは所有する和牛を実際に目にする必要がないことから、飼育の実態を伴わない詐欺的な取引が行われるよう

になり、多数の契約者が被害にあった問題。その後、1997 年に規制対象となった後も、飼育の実態を伴わない

経営を続けていた一部業者に対する監督が適切に行われず、処分に時間がかかった 

＜問題点＞ 

 ・こうしたスキームに対する業法が存在しなかったこと 

・行政の対応が必ずしも迅速とはいえなかったこと 

① 消費者等が行政をチェックする仕組

み作り 

② 取締機関との連携 

③ 不公正取引に関する申出制度の整備 

（業法による規制については、当該商法

は、特定商品預託法施行令の改正により

手当て済み） 

【Ｌ＆Ｇ（円天）事件】 

○「円天」と呼ばれる電子マネー形式の擬似通貨や高額配当と引き換えに、協力金名目の出資金を集めるという

一種のマルチ商法（ねずみ講）による詐欺的事件。2007 年に出資法違反容疑で強制捜査を受け、その後破たん

＜問題点＞ 

 ・こうしたスキームに対する業法が存在せず、調査等に時間のかかる出資法で摘発せざるを得なかったこと 

① 取締機関との連携 

② 不公正取引に関する申出制度の整備 

（業法による規制については、当該商法

は、金融商品取引法の制定により手当て

済み） 
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各
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※調査・検査・試験等を関係機関に機動的に要請できる仕組みを構築する。
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都道府県等の消費者行政の現状 
                         

１．消費者行政関係予算・職員数 

厳しい財政事情を反映して消費者行政関係予算並びに、全体の職員数は減少傾

向にある。 

 

（１）消費者行政関係予算の推移                           （単位：百万円） 

（注）１．「その他の市町村」には、東京都の特別区を含む。 
２．平成19年度は当初予算額 
 

（参考）平成16年度まで、内閣府（旧経済企画庁）から地方消費者行政の推進費等の生活情報体
制整備等交付金（昭和60年度創設。平成10年度交付額：343百万円、平成14年交付額：745百
万円）が交付されていたが、平成17年度に廃止となった。 

 

（２）消費者行政担当職員数（都道府県及び市区町村）の推移        （単位：人） 

年 度 事務職員 消費生活相談員 商品テスト職員 合   計 

10 10,172 2,383 213 12,768 

14 10,397 3,081 186 13,664  

18  7,113 3,732 112 10,957 

19  6,572 3,539 101 10,212 
（注）各年度とも4月1日現在で、「消費者行政本課」及び「消費生活センター」に配属されている職員

数（他業務との兼務職員等を含む）。 

 

２．消費生活センターの設置状況 

消費生活センターは、人口規模の比較的大きい市を中心として整備が進んでいる。 

（消費生活センター設置数の経年推移） 

（注）各年度とも4月1日現在。ここでは、便宜上、相談業務を週4日以上行っているものを「消費生活
センター」として計上している。 

区分

年度 
都道府県 政令指定都市 

その他の 

市 町 村 

合  計 

（うち都道府県・政令指定都市の予算

における「消費生活共同組合助成費」）

10 9,971 1,714 4,693 16,379（2,946） 

14 7,962 1,709 5,327 14,999（1,295） 

18 5,158 1,644 4,803 11,605（501） 

19 4,606 1,403 4,820 10,830（317） 

市町村立 年 

度 
都道府県立 

政令指定都市 その他の市区 町 計 
合計 

10 161 14 224 8 246 407 

17 165 20 326 13 359 524 

18 152 22 342 15 379 531 

19 148 24 350 16 390 538 

（別紙６）



（別紙７）

内閣府に置く独立官庁型（消費者庁） 行政委員会型

○一元的窓口や、情報収集、発信の一元化を行うのに
ふさわしい組織

○同左

対象分野（経済取引、安全、表示等）
○消費者問題全般（経済取引、安全、表示等）をカバー
することができる

○同左（公正取引委員会型では、取引分野のみ対象）

基本政策の企画・立案 ○消費者基本法など基本政策を担当
○消費者基本法など基本政策の企画・立案を担当する
のは困難

総合調整 ○各省施策の総合調整は可能 ○総合調整権限を持つことは困難

勧告 ○担当大臣が、各省大臣へ勧告可能 ○一般に、各省大臣への勧告権限はない

○担当大臣、長官の明確な責任体制

○緊急時に迅速な対応

○民間採用や他省庁からの人材活用など、消費者行政
に関する幅広い専門性の確保・育成が可能

○左に加え、独立性が強いことから、科学的知見に基づ
く客観的評価がより可能

○「消費者政策委員会」的なものの活用により、消費者
の意見を反映できる

○委員会に消費者委員を入れれば、消費者の意見を反
映しやすい

○新たに大規模な執行組織を作るのは、非現実的、組
織肥大化の批判

○執行業務の多くについて、地方自治体への権限委
譲、委任や、他省庁の出先への委任　→　地方分権との
両立

○最低限の自前の執行組織は必要　→　国民生活セン
ターの活用等も検討

新組織の形態に関する論点整理

○　同左

原則１　消費者にとって便利で分かりやすい

原則２　消費者がメリットを十分実感できる

原則３　迅速な対応（緊急時の司令塔）

原則４　専門性の確保

原則５　透明性の確保

原則６　効率性の確保

○合議制組織であり、責任の明確性や迅速性に課題が
ある



 

 

 

 

景品表示法 ⇒ 消費者庁へ移管 

ＪＡＳ法 ⇒ 表示基準の企画立案、執行を消費者庁へ移管 

＊表示基準策定・改正に当たり、農林水産省にあらかじめ協議・同意。 

＊農林水産省は、案を備えて表示基準の策定・改正を要請可。 

＊法執行の一部につき、農林水産大臣に委任 

食品衛生法 ⇒ 表示基準の企画立案、執行を消費者庁へ移管 

＊表示基準策定・改正に当たり、厚生労働省にあらかじめ協議。 

＊厚生労働省は、表示基準の策定改正を要請可。 

健康増進法 ⇒ 表示基準の企画立案、執行を消費者庁へ移管 

＊表示基準策定・改正に当たり、厚生労働省に協議。 

家庭用品品質表示法 ⇒ 表示の標準の企画立案、執行を消費者庁へ移管 

＊表示の標準策定に当たり、経済産業省にあらかじめ協議。 

＊経済産業省は、案を備えて表示の標準の策定・改正を要請可。 

＊法の執行の一部につき、経済産業省に委任 

住宅品質確保法 ⇒ 表示等の企画立案、表示基準の策定は共管。執行は国

土交通省が行うが、消費者庁が勧告。 

（注）住宅性能表示は任意制度であるなど他の表示と異なる点がある。 

 

 

 

消費者契約法 無限連鎖講防止法 特定商品預託法 ⇒ 消費者庁へ移管 

電子消費者契約法 ⇒ 内閣府所管部分について消費者庁へ移管 

特定商取引法 ⇒ 消費者保護に係る企画立案、執行を消費者庁へ移管。消

費者庁がこの法律に係る執行を一元的に行う。経済産業省

は、商一般等の立場から連携 

（別紙８） 

個別作用法の所管の内容の概要 

「表示」に関する法律 

「取引」に関する法律 



特定電子メール法 ⇒ 消費者保護の観点からの企画立案、措置命令等を消

費者庁へ一部移管（共管） 

金融商品販売法 出資法 ⇒ 消費者庁が所管に加わる。 

貸金業法 割賦販売法 宅地建物取引業法 旅行業法  

⇒ 企画立案は共管。登録・免許、検査、処分は各省庁（金融庁、経済

産業省、国土交通省）が行うが、消費者庁は処分について勧告権を持

ち、そのための検査権限を持つ。また、処分について事前協議を受け

る。 

 

 

製造物責任法 ⇒ 消費者庁へ移管 

食品安全基本法 ⇒ 消費者庁へ移管。ただし、食品安全委員会の設置等に

関する規定の所管については、引き続き検討。 

消費生活用製品安全法 ⇒ 重大事故情報報告・公表制度を消費者庁へ移管。

安全基準の策定に当たり協議を受ける。 

食品衛生法（再掲） 有害物質含有家庭用品規制法  

⇒ 安全基準の策定に当たり協議を受ける。 

 

 

消費者基本法 国民生活センター法 個人情報保護法 公益通報者保護法 

特定非営利活動促進法 国民生活安定緊急措置法 買占め及び売惜しみ防

止法 物価統制令 ⇒ 消費者庁へ移管 

（注）詳細については、引き続き検討を進めていくべきである。 

「安全」に関する法律 

消費者や生活者が主役となる社会の構築、物価行政に関する法律 



【不当景品類及び不当表示防止法】  

 

所要の見直しを行った上で、消費者庁に移管する。 



【農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関

する法律】 

 

 品質表示基準の企画立案、執行は、消費者庁に移管する。 

 

 消費者庁は、品質表示基準の策定・改正に当たっては、農

林水産省にあらかじめ協議し、同意を得ることとする。 

また、農林水産省は、消費者庁に対し、案をそなえて、品

質表示基準の策定・改正の要請を行うことができる。 

 

消費者庁は、報告徴収・立入検査、指示及び措置命令を担

当する。その上で、消費者庁は、農林水産大臣に権限の一部

（報告徴収・立入検査、指示）を委任する（包括委任）。 

 

農林水産省は、報告徴収・立入検査、指示を行うとともに、

指示の内容を消費者庁に報告する。 

 

消費者庁は、自ら報告徴収・立入検査及び指示を行う、又

は、個別に方針を定めた上で、これらの事務を農林水産大臣

に委任できる（個別委任）。 

 

農林水産省は、消費者庁に対し、措置命令を要請できる。 



【食品衛生法】 

 

 表示基準の企画立案、執行は、消費者庁に移管する。 

 

 消費者庁は、表示基準の策定・改正に当たっては、厚生労

働省にあらかじめ協議する。 

また、厚生労働省は、消費者庁に対し、表示基準の策定・

改正の要請を行うことができる。 

 

消費者庁は、表示基準に合わない食品等の販売等の禁止及

び虚偽又は誇大な表示及び広告の禁止に関する廃棄命令、危

害除去命令などの処分を担当する。 

なお、これら処分に係る都道府県知事等の権限は現行どお

りとする。 

 

厚生労働省は、食品等の規格基準（安全基準）等の策定・

改正に当たっては、消費者庁に協議する。 



【健康増進法】 

 

表示基準の企画立案、執行は、消費者庁に移管する。 

消費者庁は、表示基準の策定・改正に当たっては、厚生労

働省に協議する。 

 

 特別用途表示の審査・許可は、消費者庁が所管する。 

  

消費者庁は、特別用途表示、栄養表示基準等に係る立入検

査、勧告、収去及び命令、虚偽・誇大な広告等の監視指導な

どの執行を所管する。その上で、消費者庁は、地方厚生局長

に権限の一部を委任する。 

 

地方厚生局長は、上記に係る権限を行使した場合には、そ

の内容を消費者庁に報告する。 

なお、都道府県知事等の権限（特別用途食品の収去、立入

検査等）については、現行どおりとする。 

 

消費者庁は、特別用途表示の許可及び収去を行った食品に

ついて、（独）国立健康・栄養研究所等に試験を行わせる。 



【家庭用品品質表示法】 

 

消費者庁に移管する。 

 

 消費者庁が表示の標準を策定・改正するに当たっては、経

済産業省にあらかじめ協議する。 

また、経済産業省は、消費者庁に対し、案をそなえて、表

示の標準の策定・改正の要請を行うことができる。 

 

 消費者庁は、報告徴収・立入調査、指示及び表示に関する

命令を担当する。その上で、消費者庁は、経済産業省に権限

の一部（報告徴収・立入調査、指示）を委任する。 

 また、消費者庁は、自ら報告徴収・立入調査及び指示を行

うことができる。 

 

 経済産業省は、報告徴収・立入調査、指示を行った場合は、

消費者庁にその結果を報告する。 

 

 経済産業省は、消費者庁に対し、表示に関する命令の発出

を要請できる。 



 

【住宅の品質確保の促進等に関する法律】  

 

表示等の企画・立案は、消費者庁と国土交通省が行う。 

 

住宅性能表示基準は、消費者庁と国土交通省の両者が定める。 

 

消費者庁は勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置につい

て報告を徴収することができることを同法に規定する。 

 

 

 

 

 

 



【無限連鎖講の防止に関する法律】  

 

消費者庁に移管する。 



 

【特定商品等の預託等取引契約に関する法律】 

 

 消費者庁に移管する。 

 

 



【電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民

法の特例に関する法律】 

 

 内閣府の所管部分を消費者庁に移管する。 

 



 

【特定商取引に関する法律】 

 

 消費者保護に係る権限(企画立案、執行)を消費者庁に移

管する。これに伴い、経済産業省の執行に係る所要の組

織・定員を移管し、消費者庁がこの法律に係る執行を一元

的に行う。 

 

なお、主務大臣は、内閣総理大臣に加え、経済産業大臣

及び物資等所管大臣とする。 

 

 経済産業省は、商一般の専門的な知見や、物資等の生

産・流通の専門的な知見等を活用して、消費者庁と連携す

る。 

 



 

【特定電子メールの送信の適正化等に関する法律】  

 

企画・立案及び措置命令等は、消費者庁が消費者利益の擁護

及び増進の観点から、総務省が通信ネットワーク環境の整備の

観点から、所管する。 

 

電気通信事業者等に対する規定については、総務省が所管す

る。 

   

 

 



 

【金融商品の販売等に関する法律】  

 

金融庁とともに、消費者庁が所管に加わる。 

 

 



【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関す

る法律】  

 

金融庁・法務省とともに、消費者庁が所管に加わる。 

 

 



【貸金業法】  

 

法律の企画・立案は、消費者庁と金融庁が行う。 

 

登録は、金融庁が所管し、消費者庁に対し通知する。 

 

取消・命令等の処分は、金融庁が所管する。また、消費者庁

が、処分について事前協議を受ける仕組みを設ける。さらに、

消費者庁は処分について勧告権を持つとともに、勧告に基づく

措置について報告を徴収することができることを貸金業法に規

定する。 

 

検査は、金融庁が所管する。また、消費者庁は、寄せられた

情報等をもとに、処分勧告するか否かを判断するため、検査を

実施する。この場合、個別事案ごとに、金融庁への委任等によ

り行う。 

 

なお、都道府県所管のものについては、消費者利益の擁護及

び増進の要請は、国所管のものと同じであることを踏まえ、地

方自治法との関係も考慮しつつ、事前協議、勧告、検査の内容

を検討する。 
 



【割賦販売法】 

 

法律の企画・立案は、消費者庁と経済産業省が行う。 

 

許可・登録は、経済産業省が所管し、消費者庁に対し通

知する。 

 

取消・命令等の処分は、経済産業省が所管する。また、

消費者庁が、処分について事前協議を受ける仕組みを設け

る。さらに、消費者庁は処分について勧告権を持つととも

に、勧告に基づく措置について報告を徴収することができ

ることを割賦販売法に規定する。 

 

検査は、経済産業省が所管する。また、消費者庁は、寄

せられた情報等をもとに、処分勧告するか否かを判断する

ため、検査を実施する。この場合、個別事案ごとに、経済

産業省への委任等により行う。 

 



【旅行業法】  

 

行為規制の企画・立案は、消費者庁と国土交通省が行う。 

 

登録は、国土交通省が所管し、その情報を消費者庁と共有する。 

 

取消・命令等の処分は、国土交通省が所管する。また、消費

者庁が、処分について事前協議を受ける仕組みを設ける。さら

に、消費者庁は処分について勧告権を持つとともに、勧告に基

づく措置について報告を徴収することができることを同法に規

定する。 

 

検査は、国土交通省が所管する。また、消費者庁は、寄せら

れた情報等をもとに、処分勧告するか否かを判断するため、検

査を実施する。 

 

なお、都道府県が所管する事務については、地方自治法との

関係も考慮しつつ、事前協議、勧告、検査の内容を検討する。 

 



【宅地建物取引業法】  

 

行為規制の企画・立案は、消費者庁と国土交通省が行う。 

 

免許は、国土交通省が所管し、その情報を消費者庁と共有す

る。 

 

取消・命令等の処分は、国土交通省が所管する。また、消費

者庁が、処分について事前協議を受ける仕組みを設ける。さら

に、消費者庁は処分について勧告権を持つとともに、勧告に基

づく措置について報告を徴収することができることを同法に規

定する。 

  

検査は、国土交通省が所管する。また、消費者庁は、寄せら

れた情報等をもとに、処分勧告するか否かを判断するため、検

査を実施する。 

 

なお、都道府県が所管する事務については、地方自治法との

関係も考慮しつつ、事前協議、勧告、検査の内容を検討する。 

 



【食品安全基本法】  

 

消費者庁に移管する。ただし、食品安全委員会の設置等に関す

る規定の所管については、引き続き検討する。 

 



【消費生活用製品安全法】 

  

  重大事故報告・公表制度を消費者庁に移管する。 

 

 重大事故情報の報告の受け付けは、消費者庁が行う。 

 

消費者庁は、報告を受けた場合、ただちに、関係府省に

内容を通知するものとする。 

 

消費者庁及び関係府省は、共同して、重大事故の原因究

明のための調査を行う。 

 

消費者庁は、関係府省の意見を聴いて、重大事故の内容

等を公表する。 

 

また、主務省庁は、技術上の基準の策定に当たり、消費

者庁に協議する。 



【有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律】 

 

厚生労働省は、安全基準の策定に当たり、消費者庁に協議する。 

 



 

【国民生活安定緊急措置法】  

 

消費者庁に移管する。 

 



 

【生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊

急措置に関する法律】  

 

消費者庁に移管する。 

 



 

【物価統制令】  

 

消費者庁に移管する。 

 



【消費者基本法】 

【独立行政法人国民生活センター法】  

【消費者契約法】 

【製造物責任法】 

【個人情報の保護に関する法律】 

【公益通報者保護法】 

【特定非営利活動促進法】 

 

消費者庁に移管する。 
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内閣府本府

国民生活局 72人 ○○ 局 等

総務課

企画課
【公益通報者保護法 3人】

消費者企画課
【消費者基本法、消費者契約法 6人 】

消費者安全課
【製造物責任法 3人】

国民生活情報室
【国民生活センター法 4人】

個人情報保護室
【個人情報保護法 6人】

消費者行政推進室
【消費者基本法 4人】

消費者団体訴訟室
【消費者契約法 5人】

市民活動促進課

調査室

総務省

総合通信基盤局 ○○局 ○○局

電気通信事業部

他２部 及び 総務課

消費者行政課
【特定電子メール送信法 3人※】

他 ５課

公正取引委員会

事務総局

官房 経済取引局 審査局

取引部

他 ３課

取引企画課

企業取引課

消費者取引課
【景品表示法 14人】

景品表示監視室
【景品表示法 29人】

上席景品表示調査官

地方事務所・支所
【景品表示法 29人】

〔独立行政法人〕

（独）国民生活センター

公正取引委員会

警察庁
総務省金融庁

主な消費者関連法担当部局

食品安全委員会事務局 59人
【食品安全基本法 59人】

警察庁

生活安全局 ○○ 局 等

生活環境課

生活経済対策室（17人）

無限連鎖講の防止に関する法律違反
その他の経済関係事犯、環境関係事犯、
保健衛生関係事犯等の取締りに関する
都道府県警察に対する調整事務等
を兼務（専従者なし）

他 ４課

事務局
【投信法、金商法等に基づく報告又は
資料の徴取及び検査等 341人】

＊主に、第３及び第４回消費者行政推進会議ワーキング･グループにおいてヒアリングを行った法
律を説明した府省庁の担当部局及び人員配置について掲載。

＊人数については、他法律の業務を兼務している者を含む。

総務企画局
検査局

【法律毎ではなく、事案に
応じて検査官を配置】

監督局

企画課
【金融制度に関する共通的な事項

（金販法を含む）の企画及び立案 3人】

市場課
【金商法等証券市場その他の金融市場に関する制度の

企画及び立案、金融商品取引所の監督等 34人】

総務課

保険課
【保険業法、自賠法等に基づく保険会社の監督等 37人】

証券課
【金商法、投信法等に基づく金融商品取引業者、

投資法人の監督等 30人】

郵便貯金・保険監督参事官室
【郵政民営化法、保険業法等に基づく

郵便保険会社等の監督 7人】

企業開示課
【有価証券報告書等開示に関する制度の企画及び立案、

有価証券報告書等の審査及び処分等 14人】

信用制度参事官室
【金融会社に関する制度（貸金業法等

を含む）の企画及び立案 5人】

保険企画室
【保険に関する制度の企画及び立案 9人】 金融会社室

【貸金業法等に基づく貸金業者、
不動産特定共同事業者等の監督 15人】

銀行第一課

協同組織金融室

銀行第二課

財務省財務局
【金商法に基づく金融商品取引業者の監督等 603人、

保険業法に基づく保険会社の監督215人、貸金業法に基づく貸金業者の監督213人】

金融庁
証券取引等監視委員会

食品安全委員会
７名

※１ 金融庁・財務局において当該法律の企画立案・執行に携わっている者の中には、他の法律を併せて担当している者が含まれている。

※２ 財務局において金商法・保険業法・貸金業法を執行している者の間での計数の重複がある。

※ 食品安全委員会は、食品安全基本法に基づき
設置されているため、事務局の職員は全て同法
に基づく業務に従事している。

※ 他の法律と兼務

（別紙10）



農林水産省本省

消費・安全局 総合食料局

消費・安全政策課

表示・規格課
【ＪＡＳ法 46人】

農産安全管理課

畜水産安全管理課

動物衛生課

○○局

他４課

食品産業企画課

商品取引監理官

他６課

農林水産省
地方農政局・地方農政事務所

【JAS法 2,027人】

商務情報政策局 ○○局

取引信用課
【割賦販売法 22人】

商務課
【商品取引所法 13人】

消費経済政策課
【特定商取引法、特定商品預託法 7人】

製品安全課
【消費生活用製品安全法、
家庭用品品質表示法 33人】

他８課

○○局

消費経済対策課
【特定商取引法、特定商品預託法 22人】

検査室
【商品取引所法 ３２人】

監督室
【商品取引所法 9人】

地方経済産業局
【特商法、商取法、消安法、

割販法、家庭用品品質表示法等 99人】

〔独立行政法人〕

（独）製品評価技術基盤機構
（バイオ資源の収集保存、化学物質安全管理、
製品安全、計量・標準等の業務を一体として
実施。）

経済産業省本省

経済産業省

総合政策局 住宅局 自動車交通局

安心生活政策課

不動産業課
【宅地建物取引業法 12人】

観光事業課
【旅行業法 7人】

他１４課
他１部

住宅生産課

建築指導課

市街地建築課

技術安全部
【道路運送車両法 102人】

自動車情報課

技術企画課

審査課

整備課

環境課

他 ５課

○○局

他 ３課

国土交通省本省

8人 住宅生産課
【住宅品確法 9人】

１人 建築指導課

36人 建築指導課
【建築基準法 43人】

7人 市街地建築課

国土交通省

〔独立行政法人〕

(独)農林水産消費安全技術センター 【JAS表示・規

格、農薬・肥料・飼料等に関する分析・立入検査等】

〔独立行政法人〕

自動車検査独立行政法人

※人数は、法律の担当課室の全人員を記載（平成１９年１０月１日時点）。

全員が他の法律との兼務。

〔独立行政法人〕

（独）製品評価技術基盤機構
（バイオ資源の収集保存、化学物質安全管理、
製品安全、計量・標準等の業務を一体として
実施。）

地方整備局等（内閣府も含む）【建築基準法121人
、住宅品確法64人、宅地建物取引業法36人】

地方運輸局【 道路運送車両法1575人、旅行業法
44人の内数】

※各法律の企画立案・執行に係る人員は、すべて他の業務
を兼務している。

厚生労働省本省

医薬食品局 健康局 ○○局

安全対策課
【薬事法 27人】

審査管理課
【薬事法 ２３人】

他１課

監視指導・麻薬対策課
【薬事法 １4人】

食品安全部

企画情報課
【食品衛生法 33人】

基準審査課
【食品衛生法、健康増進法 29人】

監視安全課
【食品衛生法、と畜場法、食品の製造過程の管理の高度化に関する
臨時措置法、牛海綿状脳症対策特別措置法、食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律、化製場等に関する法律 20人】

検疫所業務管理室
【うち13人】

国際食品室
【うち5人】

新開発食品保健対策室
【うち11人】

輸入食品安全対策室
【うち9人】

化学物質安全対策室
【有害物質を含有する家庭用品
の規制に関する法律 １２人】

総務課

他４課

生活習慣病対策室
【健康増進法 14人】

総務課
【薬事法 ２１人】

医療機器審査管理室
【薬事法 １０人】

国立医薬品食品衛生研究所

地方厚生局
【食品衛生法、健康増進法43人,

薬事法9人】

検疫所
【食品衛生法 341人】

国立感染症研究所

国立保健医療科学院

※各法律の企画立案・執行
に係る人員は、すべて他の
業務を兼務している。

厚生労働省

〔独立行政法人〕

（独）国立健康・栄養研究所

（独）医薬品医療機器総合機構



環境省

総務省 法務省金融庁警察庁

・ 金融商品取引法

・ 保険業法

・ プリペイドカード法

・ 振り込め詐欺救済法

・ 偽造・盗難カード預貯金者
保護法

・ 警備業法 ・ 電気通信事業法

・ プロバイダ責任制限法

・ 携帯電話不正利用防止法

・ 総合法律支援法

・ 裁判外紛争解決促進法

・ 組織的犯罪処罰法

・ 被害回復給付金支援法

・ 利息制限法

・ 借地借家法

経済産業省農林水産省 国土交通省厚生労働省

・ 薬事法

・ 医療法

・ 消費生活協同組合法

・ クリーニング業法

・ 流通食品毒物混入防止法

・ 牛トレーサビリティ法

・ 肥料取締法

・ 飼料安全法

・ 商品取引所法

・ ガス事業法

・ 電気用品安全法

・ 液化石油ガス保安法

・ 海外商品先物取引法

・ 商品ファンド法

・ ゴルフ会員契約適正化法

・ 不正競争防止法

・ 計量法

・ 工業標準化法

・ 化審法

・ 住生活基本法

・ 建築基準法

・ 道路運送車両法

・ 不動産特定共同事業法

・ 建設業法

・ 道路運送法

・ 履行確保法

・ 温泉法

・ ペットフード規制法

（別紙11）消費者庁による関与について検討を行うべき法律の例



消費者庁（仮称）の組織のイメージ

○総合調整
○各省の政策への勧告・監視・政策提言
○法律の企画立案（横断的な新法・すき間
事案への対応、被害者救済等）
○各省庁の法執行への勧告
○個人情報保護、公益通報者保護、 等

消費者庁（仮称）

消費者行政企画部門

○消費生活センター等からの情報集約機能
○情報分析、調査
○消費者政策委員会の事務局機能
○緊急時の司令塔機能
○国際的な連携
○消費者教育・啓発に係る支援

○国民生活センターの監督

○個別作用法に係る調査、執行、等

○物価政策、市民活動促進 、等

消費者行政執行部門

「表示」関係 「取引」関係 「安全」関係

消費者行政担当大臣

内閣総理大臣

消費者政策委員会（仮称）

情報収集・発信部門

（別紙12）




